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島根県地域自死対策強化民間団体等事業実施要領 

 
第１ 目的 

自死は、本人にとってこの上ない悲劇であるだけでなく、家族や周りの人々

に大きな悲しみと生活上の困難をもたらし、社会全体にとっても大きな損失で

ある。また、自死に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」で

あって、自死対策を、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえ

のない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望

を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するため

の支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実を幅広くかつ適切に図

ること等を通して、「誰も自死に追い込まれることのない社会」の実現を目指す

ことは、県民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与

するものである。 

このため、本事業は、地域における自死対策力を強化し、民間団体等が実施

する事業（以下「民間団体等事業」という。）の円滑な推進を図ることを目的と

する。 
 
第２ 民間団体等事業の実施 

① 県の補助 
島根県は予算の範囲内において、民間団体等事業に対し島根県地域自死対

策強化民間団体等事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

ができる。 
② 民間団体等事業計画の策定 
ア．民間団体等は、事業を実施するに当たり、当該年度に実施する事業内容

及び必要な経費等を示した事業計画（以下「民間団体等事業計画」という。）

を策定し、事業を実施する年度ごとに知事に提出するものとする。なお、

当該民間団体等事業計画は、知事が別に定める「島根県地域自死対策強化

民間団体等事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第７条に

基づく交付申請書に添付する事業実施計画の提出をもってこれにかえる

ことができる。 
イ．知事は、提出された民間団体等事業計画について、交付要綱及びこの要

領に反する場合は、必要に応じて見直すことを求めるものとする。 
③ 民間団体等事業の内容及び対象経費等 

   民間団体等事業の内容及び対象経費等は、交付要綱の第４条に定めると

ころとする。 
   なお、民間団体等事業の実施に当たっては、県内に事務所を有する中小

企業者への発注に努めるものとする。 
④ 民間団体等事業に係る補助金の交付申請等 

民間団体等の代表者は、補助金を受けて民間団体等事業を実施しようとす

る場合には、事業を実施する年度ごとに知事に対し民間団体等事業計画を提

出するとともに、補助金の交付申請書を提出しなければならない。 
⑤ 民間団体等事業の中止 

民間団体等の代表者は、民間団体等事業を中止し、又は廃止する場合には、

知事に報告し、承認を受けなければならない。なお、知事は必要な場合には

当該報告に関し、当該民間団体等の代表者に対し指示をすることができる。 
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第３ 民間団体等事業を実施する場合の条件 

① 第２③に規定する事業に使用しなければならない。 
② 民間団体等事業計画に記載された経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）

をする場合には、民間団体等事業計画を修正し、知事の承認を受けなければ

ならない。 
③ 民間団体等事業計画に記載された事業内容を変更する場合（軽微な変更を

除く。）は、知事の承認を受けなければならない。 
④ 民間団体等事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなけ

ればならない。 
⑤ 民間団体等事業が、予定の期間内に完了しない場合又は民間団体等事業の

遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受

けなければならない。 
⑥ 民間団体等事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機

械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和30年政令第225号）第14条第１項第２号の規定に

より厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けない

で、この民間団体等事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し又は廃棄してはならない。 

⑦ 民間団体等事業により取得し、又は効用の増加した財産については、民間

団体等事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとと

もに、その効率的な運用を図らなければならない。 
⑧ 民間団体等事業を行う者が、①から⑦までにより付した条件に違反した場

合には、補助金の全部又は一部を県に納付させることがある。 
⑨ ⑥において、知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった

場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 
⑩ 民間団体等事業の対象経費と重複して、国又は地方公共団体及びその他の

団体等が実施する補助金等の交付を受けてはならない。 
 ⑪ その他、民間団体等が事業を実施する際の条件は、交付要綱第６条に定

めるところによる。 
 
第４ 民間団体等事業実績報告 

民間団体等の代表者は、民間団体等事業が完了した後、当該年度に実施した

民間団体等事業に係る実績報告を、知事に提出しなければならない。なお、当

該実績報告は、交付要綱第10条に基づく実績報告書の提出をもってこれにかえ

ることができる。 

 
第５ その他 

この要領に定めるもののほか、民間団体等事業に関し必要な事項については、

知事が定めるものとする。 
 

附 則 

第１条 この要領は令和８年６月１１日から施行し、令和８年４月１日から適

用する。 


